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〔特 集：子どもの学校生活から垣間見える家族〕

学校における子どもへの支援と家族看護学

茨城大学教育学部

大谷尚子

子どもは家族の成員の一人となるが，保護者を必要

とするがゆえに家族の機能を成長させる源にもなる

存在である．子どもの成長に寄与する家族の機能を

発揮できるように支援するのも，家族看護の大事な

ねらいのーっとなる．これまでの家族看護学におけ

るこの分野の研究は多くはなく（浅野ほかII），その理

解や支援の方策に関する理論は十分とは言いがた

そこで本稿では，家族の成員である学校に通う子

どもを支援するという学校における教育活動と家族

看護の実践を推進するために，学校および「子どもの

学校生活jと家族看護学との接点を探っていきたい．

家族看護にとっての「子どもの学校生活」

家族看護学と子どもの学校生活との関係を問いな

がら，特に家族看護の側から接近する必要性につい

て，以下の 3つの段階に沿って探っていきたい

1. 家族看護にとっての「普段の学校生活J

家族看護は，子どもの学校生活とどのように関連

するものなのだろうか．学校で展開されている「子ど

もの普段の生活Jを家族看護の側が知ることの意義

は，およそ次のようになろう．

①子どもが大半の時間を過ごす「学校生活j

家族の成員である子どもの生活を知るとなれば，

それは学校生活そのものを把握するということにな

る．子どもたちの日常生活の大半は，学校で過ごす時

間となるからである．とりわけ今日の子どもたちは，

単なる学校にいる時間の多さというだけではなく，

家庭での生活や地域での生活体験が少なくなり，し

かもその体験が「学校jや「受験jということに眼定

されることが多いからである．

②子どもの現実の生活を支配している「学校生活J

仮に病弱等の理由で学校に通えない子どもであっ

たとしても，また本人の意思で不登校をしている子

どもであっても，関心事は同じ年代の子どもたちが

通う学校にあると言ってもいい．学校生活にこだわ

りつつ，現実の（療養）生活を過ごしている．そのよ

うな子どもを抱える家族の看護を行う場合には，一

般の子どもたちの学校生活の様子を知ることで，子

どもの気持ちを理解し，通学を目標にしたり，あるい

はオルタナテイブな生き方を支援するための方策を

探ることができる．

③ライフサイクルの中での「学校生活j

ライフサイクルという視点、から言えば，子どもが

学校に通う年代は心身の成長の著しい時期であり，

その時の生活体験がその後の健康生活を規定してい

くと言われるところである．生涯を見通したセルフ

ケア能力の育成をはかるとすれば，学校生活の内容

に期待をかけるのが，家族看護の視線であろう．

成人期に発生しやすい健康問題の予防のために，

あるいは自らの健康生活を築きあげる力の基礎を身

につけるために，学校における生活体験の意味は大

きし＼

また一方，家族看護は養育期の子どもへの関わり

を充実させたいと願う．その場合，養育期がその子に

とっての課題を達成させることができたのかどうか

を判断するにあたっては，養育期の次の段階に相当

するの「学校生活Jへの準備を目標にしたり，成果の

判断基準にすることになる．養育期の子どもを抱え

る家族の看護は，普通の「学校生活jを知ることで目

標が描けることになる．
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④第一次予防の取り組みの共働のために

健康的なライフスタイルを獲得するためには，学

童期の生活と意識形成が重要であり，そのためにそ

の時期の教育活動の推進が望まれている．その教育

の場は多角的になされる方が効果的である．家族看

護の立場からは，多様な形での健康教育を計画する

ことになるが，学校における子どもへの取り組み（健

康教育）を前提にして 家族への対応をはかること

で，家族看護の場における第一次予防の方策を探る

ことカ1で、きる．

2. 家族看護の課題と「子どもの学校生活」

次に，実際に健康問題を抱えている子どもやその

家族に出会ったと想定した場合に，家族看護の立場

から学校生活を知ることの意義は，次の通りである．

①養育期までの体験の成果があらわれる「学校生

活j

子どもはこれまでの生育環境で受けた様々な生活

体験を経て， 「今jの「からだと暮らしjを形成して

いる．通学するようになった子どもたちは，それまで

の家族によって庇護されてきた時代から，自力で判

断して行動する範囲が広がってくる．このような事

態の中で，家族看護としてその子を取り巻くこれま

での養育環境の是非を検証するためには，学校に通

う子どもたちの「今jの「からだと暮らしjを査定し，

これまでの養育条件を見つめていくことも必要とな

ろう．

②家族の問題を顕在して見せる「子どもの生活j

子どもは自分自身の存在にかかわって生じる問題

を，心身の症状や問題行動という形で表現している

そしてこれらの問題は家族の機能の成否を映し出し

ていることが多い．そのような子どもから発するメ

ッセージは，当然家庭においてもあらわれることに

なり，保護者や他の家族成員も気づくことができる

はずである．しかし，子どもの示す現象は，家庭にあ

っては誰でも気づかれずに，学校の生活場面におい

て初めて気づくということも多い．家族看護の立場

からは，学校からの情報抜きには対応できないとい

うことであり，学校との連携は欠かせない理由とな

る．

③問題現象があらわれやすい「学校生活j

いじめや思春期の問題行動あるいは「学級崩壊Jな

どは，子どもからの問題提起とされる現象である．そ

れらの原因は多岐にわたり一様には括れないものだ

が，発生する現場は，家庭よりは学校という場が多

い．家族の成員の一人である子どもの問題提起をし

やすい場所としての「学校Jに，家族看護の立場から

注目していきたい．「学校生活jのどのようなところ

が問題現象を引き起こしていくことになるのかの分

析を課題としながら．

④健康問題の原因にもなる「学校生活J

子どもの健康問題の原因の一つに，学校生活があ

げられる．そのような家族を看護する場合には，その

背景を知ることおよび再発防止や改善策を探るため

に，学校生活を知ることが必要となる．

3.家族看護の実践と f学校の体制」

子どもを成員とする家族の問題に対して，実際に

その子どもの通う学校（教職員）との連携をはかつて

いくことになった場合に，知っておきたいことは次

のようなことである

①学校に存在する活用しうる資源とその役割

家族看護を推し進めていくためには，子どもの通

う学校とかかわらなければならないこともある．連

携先の学校内で，関係者がどのような役割分担をし，

どのような職務・責任範囲をとっているかを知るこ

とは，家族看護という視点、からの学校関係者の活用

を考える際に有益な情報となる．

家族看護においては，関係者の有効活用がこれか

らもどんどん進められる可能性があり，看護という

目標での学校との連携をはかる機会も多くなろう．

連携にあっては，それぞれの責任範囲を互いに知る

ことが大前提である．とりわけ，子どもと直接かかわ

る学級担任，養護教諭およびスクールカウンセラー

あるいは心の相談員などの立場と役割については，

十分に把握しておくことが大切である．

②学校が発揮できる機能と役割

家族の機能低下によって子どもにあらわれた諸現
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象に対して，学校という場が家族の機能を幾分かは

代替したり補完することができる．学校という場に

あって，その子に対する家族の機能を発揮すること

ができるのはなぜなのかを探ることで，家族の機能

不全の解消策を探ることも可能になろう．また，子ど

もへの支援としてなされる学校の「教育」機能を具体

的に知ることにより，家族看護の方法・技術の向上

へとつなげていくことができょう．

学校という場とそこでなされる教育の内容

では次に，学校側からの家族看護学への接近を考

えて見たい．

1. 3つの教育方法

そもそも学校とはどういう所なのか．学校は一般

には「教育の場」と認識されるが，近年では「生活の

場」でもあるということが強調され，学校建築を初め

として居心地のよい学校空間が求められるようにな

ってきた．また，単なる教科（授業）だけが「教育j

なのではなく，学校の環境そのもの，生活そのもの

が，教育的作用をしているという認識も再確認され

るようになってきた．

それは，かつてわが国に欧米の教育学が採り入れ

られ編纂された教育学辞書（大日本百科辞書教育

大辞書 ENCYCLOP.tEDIAJAPONICA 1918）の中に，図

lのような教育学の体系が記載されていたことか

ら，古来からの教育に対する捉え方とみることがで

きる（大谷勺．

すなわち，学校という場における教育の方法は，教

科による「教授jのほかに， 「訓練（生活指導）Jや

［養護（学校保健） Jとしづ方法がある（小倉31）という

のである．この三者の関係を模式的に示したものが

図2である．

子どもが学校に登校するのは，勿論，教科を学ぶた

めではあるが，それを学ぶためには，子どもが親元を

離れて学校にでかけてそこである一定の時聞を生活

すること，とりわけ集団生活をすることが可能なよ

うにならなければならない．そこで，集団生活をする

教「：；：：：：

でご；；；1：：：，養護学）

実際的教育学（以下略）

図 1. ラインによる系統的教育学（筆者抜粋）

人間形成の教育

教授（教科）

訓練（生活指導）

養護（管理）

図 2.養護と訓練・教授の関係

ことそのものも教育の方法としてみなされ，その体

験を通して子どもは学びを得て，心身の成長をはか

つているということになる．さらに，このような学校

という，空間的にも時間的にも枠が決められた生活

を余儀なくされた子どもたちが，その枠組みの中に

とどまり，学びを獲得するためには，特別な支援が必

要となる．それが「養護jということになり，教育を

遂行するためには欠かせない方法である．

2.教育の方法としての『養護j

教育大辞書に記載されている「養護jは， ドイツ語

のpflegeという言葉があてられており，英語の nurs-

ingに相当するものである2J. 子どもに乳を与えて育

てるという語源のもとに，学校において子どもの生

命と健康およびその人自身の存在そのものを認め，

その尊厳を大事にするという関わり方（大谷勺なの

であり，子どもの心身の成長と自己実現を支援する

のが「養護jということになる．そして，これは学校

の教師全員が子どもにかかわる際の基本的姿勢とし
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て欠かせないことである．

学級で，教科の担任教師（学級担任）が教科の「教

授Jをすることは，子どもの「訓練Jや「蓑護Jも並

行して行っていることで成り立つ．それゆえ，教授一

学習過程を成立させる以前の「訓練（集団生活が可能

な状況）Jや「養護（安心して過ごせる状況）Jが子ども

たちに確保できていないのであれば，今日の教育現

場で「学級崩壊jなどと称されるような授業の成立し

ない状況がおこったとしても不思議ではない（大

谷り．

学級担任（教科担任）が自分の授業を行うために子

どもの実態を把握すれば，子どもの育つべきものの

未到達部分が気になり，その問題に気づくことにな

る．授業に熱心な教師ほど，子どもの問題やその背後

の家庭・地域の教育機能を問題にせざるを得なくな

る．

学校の教師にとってはう子どもが学校という枠組

みの中で生活できるようになること，及び子どもが

安心して人への信頼感をもてるようにすることは，

子どもの自己教育力につながることとして持たせて

いきたいと願うものである．そのような子どもを育

成するために，子どもを取り巻く家族の機能に期待

したいし，家族看護学への期待がある

子ともにとっての教室・保健室・相談室

「学校にはその学校の目的を実現するために必要

な校地，校舎，（中略），保健室その他の設備を設け

なければならなしづと規則（学校教育法施行規則第

l条）で保健室の設置が定められている．

1 .子ともにとっての「居場所j

子どもは学校では必ずーっのクラスに所属してい

る． 「ホームJルームと言われるクラス（教室）が，

その子の居場所と規定される 学校の中での「わが

家Jのような場所が，公的には教室となる．多くの子

どもたちは，その教室を自分の居場所として活用し

ているが，中にはそこを居場所にできずに心の居場

所を求めて保健室に出入りしたり，相談室を活用し

たりする子どもがあらわれる．森田町によれば，人は

可視空間のほかに不可視空間を持つことで自己の存

在を確保できるとし，教室の可視性に対する不可視

空間の意義を説明している そして保健室や相談室

は公的に学校が認める不可視空間なのだと説明され

ている．実際にある小学校の養護教諭（砂村71）は，

新入生へのオリエンテーションで保健室を「自分の

家のようでしょJと室内にあるベッドやソファ・冷

蔵庫の存在を説明の中に加えている．保健室を，学校

の中で「わが家jと感じられるような空間にしていく

ことを意識しているのである．

また，保健室での子どもへの語りかけは， L、わゆる

教師でもカウンセラーのようでもなく，日常会話の

ようであることが特徴だという指摘（秋葉81）があり，

そのような話しかけ方だからこそ，子どもの心情に

近づき子どもの本音を聞き出せる有効な方法（福

田日））と言えよう．この普通の家庭における会話のよ

うな働きかけもあいまって，まさに保健室は学校の

「わが家Jのように受け止められ，子どもの居場所で

ありアジール（避難所）となっている．

2.保健室と養護教諭

保健室が子どもにとって「居場所jになるのは，決

してその室内配置の備品にあるのではなく，そこに

は，いつでも在室していて来室する子どもの一人ひ

とりに目をむけ名前を呼んで応対してくれる養護教

諭の存在があるからである．以下，養護教諭について

の若干の説明を加えたい．

養護教諭は，上で述べたような，学校における教育

としての「養護Jの重要性に鑑み，特別に「養護の徹

底jのために配置された教育職員である

かつては，その資格を授与する方法としては，看護

婦の有資格者に「学校衛生jを履修した者や，女子師

範学校を出て教員免許をもっている者に「学校衛生j

の講習を課したりして 専門性を身につけるように

させていた時期もあった（杉浦IOI).すなわち看護に

関する履修のみでは認められる職とはせずに，看護

と教育に関する履修を課し，その過程で看護学の中

でも子どもへの養育に焦点をあてた職種として養成
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教育するようになったと言えよう．今日では，教育職

員免許法の規定に基づく教育職員の一員とされ，「児

童の養護をつかさどるJという規定で自律的に職務

をこなす（小倉］！））ことを本務とするものである．今

日での養護教諭養成の基本には，教育職員としての

立場を明確にするために教職科目の履修を義務づけ

るととともに，養護（pflege,nursing）の実践を遂行で

きるような専門性を確保していく 51ための養護に関

する知識・技術の体系化の確立をめざし，それによ

る養成教育へと発展させようとするところである

（日本教育大学協会全国養護部門研究委員会121)• 

養護教諭の行う養護は，前述の通仏教育機能をも

つもの］］）であるが，子どもに対しでかかわる場面で

は「教師らしくなしづかかわりであり（山本131），自

然体でかかわるゆえに，子どももfわが家Jに居るよ

うなくつろぎ感を味わい，心身の癒し体験を得るこ

とに結び付く．

「わが家Jにいる感覚がし、かに心身の体調をよく

し，自己肯定にむすびっくのかということを示して

くれるのが来室する子どもたちの変容する姿である

（大苔ほか141)• 

養護教諭は「養護Jという専門性をもっ職種である

が，内容が「養護jであるがゆえに，子どもに対する

自然体のかかわりを要求され，子どもからは専門的

にかかわってもらえたとか，ましてや「教育を受け

たjとは見なされないことが多い．また，そのような

子どもたちの反応をまともに受け止めてしまう同僚

教師や保護者によってなされる評価は，養護教諭の

真意を理解せず，自然体でなされる養護教諭の専門

的努力に対して正当な評価を下してくれないことも

多い．こうして養護教諭には，他者評価を得にくいと

いう現状から，自分自身が自己の実践をきちんと評

価してし、く姿勢が求められる（小倉151)• 

船橋161は，家族の解体ではなく，家族の変容がある

としているが，そこで語る新しい家族のイメージは，

「共に生きる仲間づくりJと言った性格のものであ

り，「特に幼い子どもや高齢者や病人やハンデイキャ

ップを持つ人などの『弱者』を包み込むことによっ

て，『人にやさしさを学ばせてくれる場』になればよ

Lづと言う．ここで言う家族の姿は，また学校におけ

る「保健室」でもある．種々のニーズを持つ子どもた

ちが雑然とそこに居ながら，相互に学び合っている

のである（大谷171).そして，そこで学んでいること

は，養護教諭をモデルにしたり本人がもっているも

のが触発されて「やさしさJを学び，開花させること

である 14l.

学校における子どもへの支援と家族看護学

本特集の「はじめにjで述べたように，学校という

ところは子どもを支援することを本務とする所であ

り，そのために保護者とのかかわりは持つが，意図的

に家族の機能を成長させようとして保護者にかかわ

ろうとするものではない．しかしながら，子どもへの

支援をしようとする行為を続ける中で，子どもの「養

護Jという共通の課題をかかえる者同士が，すなわち

教職員（担任，養護教諭，スクールクンセラーなど）

と保護者が，共働作業を通して学び合い，感化しあう

ということが起こることは不思議なことではない．

家族看護学に関する最低限の強調点として，「その

家族と本人が望んでいる最適のケアを主体的に選択

できるように援助する，家族側に立った学問J（鈴

木181）であるならば，学校における子どもへの支援も

その路線に立ってかかわることにおいて同ーの基盤

をもつものとなる．

学校における子どもへの支援という教育活動と家

族看護学との関係は，遠いような位置にいるようで

いて，実際の場では近いところにいることがわかっ

た．学校の教育機能としてある「養護jに関する学問

探求と，家族看護学の発展が双方に及ぼす影響は大

きい．今後のそれぞれの発展を期待したい．
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